
ふせび

件) 動物(魚介類を除く) 小荷物運賃と問領

tク)その他のもの (1) 貴重品 通常小荷物運賃の 2 (音

(2) 車両類小荷物放平岡類運賃と同額

(3) その他 小荷物巡貨 と 同額

(力から(オ)までに掲げた物品で，容積が l.5 m ' をこえるものは 2

倍運賃とする。(金国政吉)

ブースタ ブースタ(蒸気働関車) (楽) booster 蒸気繊関車

の引猿力を-0寺町jに1視すために，従台車または炭水車の台車に

取付ける補助後関でð，る。蒸気軽量関車の引絞力は一般に低速度

では動輪の粘着重量によって制限を受け(これを粘着引張力 と

いう) ポイラには余絡がある。 ところが引強られる車両の抵抗

は出発(コロ剥l受の場合を除き)と急勾配の場合はなはだ大であ

るから，機関車の与|張りうる列車重量はこの粘着引磁力に制限

されて，平たんな線路ではやむをえず軽い列車を引狼らなけれ

ばならないこともある。このようなことは輸送力の点からも，

燃料消践の点からもはなはだ不経済なことであるので，この欠

点を除くために考えられたものがプースタである。この装置は

列車出発の際，あるいは急勾配にかかった際に，従台車または

炭水車台車に装備された布IìJJ1J線開に蒸気を送り ， 従輪または炭

水車給を駆動して，これをも補助的動輪となし燦関車の引張力

(粘着引渡力)を一時的に治加するもので，速度が 30km/h ぐら

いになると空気操作により半自動的に切りはなされる。このよ

うにブースタは繊関車の引磁力を増大するのに効果があるが，

効率が悪く，また精進が複雑で高速運転に不肉であるから特殊

の場合を除いては用いられない。わが国でも探用されていない。

ー」先従台車(蒸気峻|羽111の ). (高桑五六)

ふせび 伏樋 用水排水等の小水路が線路を横断する場合，こ
れを通水するために線路下に埋設する管類。国鉄では径間 1m
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付随小荷物制度は創設以来幾多の改正が行われたが，その性

質は不変であって， この制度が手荷物または小荷物制度と呉な

る点を要約すればつぎのとおりである。

(1) 付随小荷物は手荷物と同様旅'客運送の存在を前提とする。

この点は純粋の物品巡送である小荷物と異なる。

(2) 付随小荷物は手荷物として取扱わない特定の物品を対象

としているが，請求によって旅客と同一列車によって運送しな

ければならないことは， 手荷物と同様である。

(3) 付随小荷物については無賃迷送重量が認められていなか

った。この点も手荷物と異なる。

(4) 付随小荷物は荷物の性質上すべて駅留扱であって ， 一般

の手荷物または小荷物と取扱が異なっていた。

2 十l 随小荷物制度の変造

付随小荷物制度は. Iy'l 治 34 ・ 4 の創設以来数次の改正を経て，

1113和 17 ・ 3 に廃止されたのであるが，その改正経過はつぎのとお

りである。

(1) 明治 38 . 1 に手荷物およひ.小荷物運賃の改正と同時につ

きfのように改められた。

(刀 自用自転車の述氏 1 人 1 両にかぎり来事券面区間内は，

マイノレ程の遠近にかかわらず 15 銭

付) 行商人および呼，充商人のj"j~干wする商品 (j'{重品 ・ 獄形iを

除く)の運賃従前どおり。

(ウ)その他の付随小荷物 小荷物運賃と同額。

(2) 大正 7 ・ 9 の小荷物巡賃改正と同時につぎのように改正さ

れた，

(7) 自用自転車の巡f't 1 人 1 問にかぎり( 2 人突を除く)

50 マイルまでの来事券関区間内は，マイノレ穫の遠近にかかわら

ず 25 銭とし. 50 マイルをこえる場合はその取扱をしない。

(1) 行尚人および呼売商人の携ヰIfする商品(究室品 ・ !獣類を除

く)の迩賃

注 距般50マイノレまたは重品100斤をこえるものは小荷物足llJ~と同級

(ウ) その他の付随小荷物 小荷物運賃と同頼。

(3) 大正 8 ・ 10 に， 白剤自転車の運賃のみが改正され. 50マ

イルまでの乗車券商区間内は， マイノレ程の遠近にかかわらず 40

室長とし. 50 マイルをこえる場合は. 1 丙 1 マ イノレにつき 3 銭を

加えることとし . 50 マイルをこえる場合でも取扱うこととした。

(4) 大正 10 ・ 1 の小荷物運賃改正と同時につき.のように改正

さオ1.， t::..

(力 自用自転車の巡r'ì 50 マイノレまで l 阿につき 40 銭 . 50 

マイルをこえるマイノレ程 1 雨 1 マイノレにつき 3 銭。

刊 行商人および呼売商人の防備する商品 (jt重品・獣類を

除 く)の運賃

25 マイ ルまで I 20 銭

50 マイ ルまで 1 30 銭

注 lié鍛 50 マイルまたは重fu: 100 斤をこえるものは小荷物五li貨 と肉

領

(ロ) その他の付随小荷物 小荷物運賃と同納。

(5) 昭和 5 ・4 メ ート ル法実施に伴ない， つぎのように改めら

士Lt.ζp

(7) 自用自転車の運賃 80kmま で l 両につき 40銭. 80kmを

こえるキロ程 l 両 lkm につき 2 銭。

的行商人および呼売商人の燐帯する商品(貴重品 ・獣類を

除く)の運賃

m J.~. 
\-:__ I 山E まで | 蹴E まで | 仙E まで

まで I 20 銭 I 35 銭 I 55 銭

8o km まで I 30 銭 I 50 銭 I 80 銭

注 距離 80km.l立金 60kg をこ えるものは.小荷物辺氏と同額.

(ク) その他の付随小荷物 小荷物巡}'ìと同額。

(6) 昭和 10 ・ 10 につぎのように詳細に改正されたが，昭和17 ・

3 に至り当時の荷物運送一元化の思想をくみ， 取扱の簡便化を

はかる目的から手荷物に合流することとなって廃止された。

(7) 人力車 ・人力そり， 病人用運搬車 ・ 同たんか l 台 1km

につき 4 銭最低運賃 1 門 20 銭

(100km まで 1 肉につき 40 銭
μ) 自転車 (

¥101 km以上 l 両 1km につき 2 銭

。) 自動自転車 1 丙 1km につき 6銭最低運賃

(エ)乳母車 ・ 乳母そり " 2 銭

付) 商品運搬車 " 3 銭
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 仇) 行商品

斗ごT 60 kg まで 80 kg まで

50 kmまで 40 銭 55 銭 70 銭

l00km ま で 35 55 75 95 

150kmまで 45 70 95 1,20 
200kmまで 55 85 1,15 1,40 




